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告
　
示

◯
字
の
区
域
の
変
更
（
一
五
〇
・
市
町
村
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

◯
字
の
区
域
の
設
置
（
一
五
一
・
市
町
村
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

◯
入
会
林
野
整
備
計
画
の
認
可
（
一
五
二
・
仙
北
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

◯
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
に
関
し
聴
取
し
た
意
見
の
概
要
（
一
五
三
・
商
工
業
振
興
課
）
…
…
２

◯
都
市
計
画
の
決
定
予
定
及
び
都
市
計
画
の
案
の
縦
覧
（
一
五
四
〜
一
六
二
・
都
市
計
画
課
）
…
３

◯
道
路
区
域
の
変
更
（
一
六
三
、
一
六
四
・
道
路
環
境
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
６

公
　
告

◯
土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任
及
び
就
任
の
届
出
（
仙
北
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
…
…
…
…
…
６

◯
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定
（
鹿
角
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
７

◯
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
（
山
本
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
７

◯
県
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
計
画
の
決
定
（
由
利
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
７

秋
田
県
告
示
第
百
五
十
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
仙

北
郡
中
仙
町
の
区
域
内
の
字
の
区
域
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
旨
同
町
長
か
ら
届
出
が
あ
っ
た
の

で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

右
の
変
更
の
処
分
は
、
当
該
変
更
区
域
に
係
る
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五

号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
換
地

処
分
の
公
告
が
あ
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
効
力
を
生
ず
る
。

平
成
十
六
年
二
月
二
十
四
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

秋
田
県
告
示
第
百
五
十
一
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
仙

北
郡
中
仙
町
の
区
域
内
に
次
の
と
お
り
字
の
区
域
を
新
た
に
画
す
る
旨
同
町
長
か
ら
届
出
が
あ
っ
た

の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

右
の
設
置
の
処
分
は
、
当
該
設
置
区
域
に
係
る
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五

号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
換
地

処
分
の
公
告
が
あ
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
効
力
を
生
ず
る
。

平
成
十
六
年
二
月
二
十
四
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

１

告
　
　
　
　
　
　
示

ペ
ー
ジ

変

更

前

の

字

の

区

域

仙
北
郡
中
仙
町
薗
田
字
板
井
村

一
の
一
の
一
部
、
一
の
二
、
一
の
三
、
二
の
一
部
、
三
の

一
の
一
部
、
三
の
二
の
一
部
、
四
の
一
の
一
部
、
四
の
二

の
一
部
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水

路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

仙
北
郡
中
仙
町
豊
川
字
荒
田

三
九
の
一
の
一
部

仙
北
郡
中
仙
町
豊
川
字
上
桜
田
北

一
〇
〇
の
一
の
一
部
及
び
こ
の
区
域
に
隣
接
す
る
道
路
、

水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

変
更
後
の
字
の
区
域

仙
北
郡
中
仙
町
上
鶯
野
字

上
遠
藤

設
　
　
　
　
定
　
　
　
　
区
　
　
　
　
域

仙
北
郡
中
仙
町
豊
川
字
田
川

二
の
一
部
、
一
二
、
七
四
の
二
、
七
五
か
ら
八
二
ま
で
、

二
五
〇
、
二
五
九
、
三
〇
五
か
ら
三
〇
七
ま
で
、
三
一
八

及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水
路
で
あ

る
国
有
地
の
全
部
並
び
に
二
六
〇
に
隣
接
す
る
道
路
で
あ

る
国
有
地
の
全
部

字
　
　
　
　
名

仙
北
郡
中
仙
町
豊
川
字
桜

田
北
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秋
田
県
告
示
第
百
五
十
二
号

入
会
林
野
等
に
係
る
権
利
関
係
の
近
代
化
の
助
長
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
一
年
法
律
第
百
二

十
六
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
角
館
町
白
岩
入
会
林
野
整
備
組
合
の
入
会
林
野
整
備

計
画
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
二
月
二
十
四
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
整
備
計
画
の
名
称
　
角
館
町
白
岩
入
会
林
野
整
備
計
画

二
　
認
可
の
年
月
日
　
平
成
十
六
年
二
月
二
十
四
日

秋
田
県
告
示
第
百
五
十
三
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
、
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
に
関
し
て
、
周
辺
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ

２

仙
北
郡
中
仙
町
薗
田
字
田
向

二
八
か
ら
三
〇
ま
で
の
各
一
部
、
五
三
か
ら
五
六
ま
で
の

各
一
部
、
六
四
の
一
部
、
六
七
の
一
部
、
六
八
の
一
の
一

部
、
六
九
の
一
の
一
部
、
七
〇
の
一
部
、
七
一
、
七
二
の

一
部
、
七
三
の
一
の
一
部
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介

在
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
一
部

仙
北
郡
中
仙
町
豊
川
字
上
桜
田
北

七
の
一
部
、
八
か
ら
一
一
ま
で
、
一
二
か
ら
二
九
ま
で
の

各
一
部
、
三
〇
か
ら
四
三
ま
で
、
四
四
の
一
、
四
四
の
二
、

四
五
、
四
六
の
一
か
ら
四
六
の
三
ま
で
、
四
七
の
一
か
ら

四
七
の
三
ま
で
、
四
八
の
一
か
ら
四
八
の
三
ま
で
、
四
九

か
ら
七
三
ま
で
、
七
四
の
一
、
七
四
の
二
、
七
六
か
ら
九

三
ま
で
、
九
四
の
一
、
九
四
の
二
、
九
五
か
ら
九
八
ま
で
、

九
九
の
一
か
ら
九
九
の
三
ま
で
、
一
〇
〇
の
一
の
一
部
、

一
〇
〇
の
二
、
一
〇
一
、
一
〇
二
の
一
、
一
〇
二
の
二
、

一
〇
三
か
ら
一
〇
五
ま
で
、
一
〇
六
の
一
、
一
〇
六
の
二
、

一
〇
七
か
ら
一
二
五
ま
で
、
一
三
四
か
ら
一
四
五
ま
で
、

一
四
六
の
一
か
ら
一
四
六
の
四
ま
で
、
一
四
七
の
一
か
ら

一
四
七
の
三
ま
で
、
一
四
八
の
一
、
一
四
八
の
二
、
一
四

九
か
ら
一
五
六
ま
で
、
一
五
七
の
一
、
一
五
七
の
二
、
一

五
八
の
一
、
一
五
八
の
二
、
一
六
〇
か
ら
一
六
二
ま
で
、

一
六
三
の
一
、
一
六
三
の
二
、
一
六
四
か
ら
一
八
〇
ま
で
、

一
九
三
か
ら
一
九
六
ま
で
、
一
九
七
の
一
、
一
九
七
の
二
、

一
九
八
の
一
、
一
九
八
の
二
、
一
九
九
の
一
、
一
九
九
の

二
、
二
〇
〇
の
一
、
二
〇
〇
の
二
、
二
〇
一
の
一
、
二
〇

一
の
二
、
二
〇
二
の
一
、
二
〇
二
の
二
、
二
〇
三
の
一
、

二
〇
三
の
二
、
二
〇
四
の
一
、
二
〇
四
の
二
、
二
〇
八
の

二
、
二
〇
九
の
一
、
二
〇
九
の
二
、
二
一
〇
の
一
、
二
一

〇
の
二
、
二
一
一
の
一
、
二
一
一
の
二
、
二
一
二
の
一
、

二
一
二
の
二
、
二
一
三
の
一
、
二
一
三
の
二
、
二
一
四
の

一
、
二
一
四
の
二
、
二
一
五
の
一
か
ら
二
一
五
の
四
ま
で
、

二
一
六
の
一
、
二
一
六
の
二
、
二
一
七
の
一
、
二
一
七
の

二
、
二
一
八
の
一
、
二
一
八
の
二
、
二
一
九
か
ら
二
三
一

ま
で
、
二
三
二
の
一
、
二
三
二
の
二
及
び
こ
れ
ら
の
区
域

に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部
並

び
に
字
北
村
街
道
ノ
上
五
七
の
一
に
隣
接
す
る
水
路
で
あ

る
国
有
地
の
全
部

仙
北
郡
中
仙
町
豊
川
字
荒
田

三
九
の
一
の
一
部
、
三
九
の
二
、
四
〇
の
一
の
一
部
、
四

〇
の
二
か
ら
四
〇
の
四
ま
で

仙
北
郡
中
仙
町
豊
川
字
北
村
街
道
ノ
上

五
七
の
一
、
五
八
の
二
、
六
七
の
六
か
ら
六
七
の
八
ま
で
、

七
五
の
四

仙
北
郡
中
仙
町
上
鶯
野
字
上
遠
藤

一
の
一
の
一
部
、
一
の
二
、
一
の
三
、
二
の
一
か
ら
二
の

三
ま
で
、
三
の
一
か
ら
三
の
三
ま
で
、
五
の
一
の
一
部
、

五
の
二
の
一
部
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
水

路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

仙
北
郡
中
仙
町
薗
田
字
板
井
村

三
五
の
一
の
一
部
、
三
五
の
二
の
一
部
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き
事
項
に
つ
い
て
の
意
見
を
聴
取
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告

し
、
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
二
月
二
十
四
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

茨
島
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
プ
ラ
ザ

秋
田
市
茨
島
一
丁
目
十
二
番
一
ほ
か

二
　
秋
田
市
長
の
意
見

（一）

騒
音
に
つ
い
て

予
測
評
価
に
お
い
て
、
敷
地
境
界
で
は
基
準
値
を
超
え
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
、
騒
音

苦
情
等
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
住
民
の
意
見
を
尊
重
し
十
分
な
対
応
を
と
る
こ
と
。

（二）

廃
棄
物
に
つ
い
て

事
業
所
に
お
い
て
生
じ
る
廃
棄
物
に
つ
い
て
は
、
発
生
を
抑
制
し
、
発
生
し
た
廃
棄
物
に
つ

い
て
も
分
別
の
徹
底
を
図
る
等
再
利
用
を
促
進
し
、
廃
棄
物
の
減
量
化
に
努
め
る
こ
と
。

排
出
す
る
廃
棄
物
に
つ
い
て
は
、
一
般
廃
棄
物
と
産
業
廃
棄
物
に
区
分
し
、
処
理
を
委
託
す

る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
般
廃
棄
物
処
理
業
、
産
業
廃
棄
物
処
理
業
の
許
可
を
有
す
る
業
者
へ

委
託
し
、
適
正
に
処
理
す
る
こ
と
。

三
　
周
辺
地
域
の
住
民
、
事
業
者
等
の
意
見
の
概
要

意
見
書
の
提
出
な
し

四
　
関
係
書
類
の
縦
覧
場
所
及
び
期
間

（一）

縦
覧
場
所

県
庁
第
二
庁
舎
一
階
　
県
政
情
報
資
料
室

秋
田
市
役
所
　
商
業
観
光
課

（二）

縦
覧
期
間

平
成
十
六
年
二
月
二
十
四
日
か
ら
同
年
三
月
二
十
四
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
百
五
十
四
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
を

決
定
す
る
の
で
、
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告
し
、
当
該
都
市
計

画
の
案
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
当
該
都
市
計
画
の
案
に
つ
い
て
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
十
六
年
二
月
二
十
四
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
都
市
計
画
の
種
類

都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針

二
　
都
市
計
画
の
案
の
名
称

横
手
都
市
計
画
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
の
決
定

三
　
都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域

横
手
都
市
計
画
区
域

四
　
都
市
計
画
の
案
の
縦
覧
場
所

（一）

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号
　
建
設
交
通
部
都
市
計
画
課

（二）

横
手
市
旭
川
一
丁
目
三
番
四
十
一
号
　
平
鹿
地
域
振
興
局
建
設
部

（三）

横
手
市
中
央
町
八
番
二
号
　
横
手
市
建
設
部
都
市
整
備
課

五
　
都
市
計
画
の
案
の
縦
覧
期
間
　
平
成
十
六
年
二
月
二
十
四
日
（
火
）
か
ら
同
年
三
月
九
日
（
火
）

ま
で

秋
田
県
告
示
第
百
五
十
五
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
を

決
定
す
る
の
で
、
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告
し
、
当
該
都
市
計

画
の
案
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
当
該
都
市
計
画
の
案
に
つ
い
て
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
十
六
年
二
月
二
十
四
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
都
市
計
画
の
種
類

都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針

二
　
都
市
計
画
の
案
の
名
称

平
鹿
都
市
計
画
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
の
決
定

三
　
都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域

平
鹿
都
市
計
画
区
域

四
　
都
市
計
画
の
案
の
縦
覧
場
所

（一）

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号
　
建
設
交
通
部
都
市
計
画
課

（二）

横
手
市
旭
川
一
丁
目
三
番
四
十
一
号
　
平
鹿
地
域
振
興
局
建
設
部

（三）

平
鹿
郡
平
鹿
町
浅
舞
字
浅
舞
三
百
九
十
三
番
地
　
平
鹿
町
建
設
課

五
　
都
市
計
画
の
案
の
縦
覧
期
間
　
平
成
十
六
年
二
月
二
十
四
日
（
火
）
か
ら
同
年
三
月
九
日
（
火
）

ま
で

秋
田
県
告
示
第
百
五
十
六
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
を
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決
定
す
る
の
で
、
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告
し
、
当
該
都
市
計

画
の
案
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
当
該
都
市
計
画
の
案
に
つ
い
て
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
十
六
年
二
月
二
十
四
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
都
市
計
画
の
種
類

都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針

二
　
都
市
計
画
の
案
の
名
称

十
文
字
都
市
計
画
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
の
決
定

三
　
都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域

十
文
字
都
市
計
画
区
域

四
　
都
市
計
画
の
案
の
縦
覧
場
所

（一）

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号
　
建
設
交
通
部
都
市
計
画
課

（二）

横
手
市
旭
川
一
丁
目
三
番
四
十
一
号
　
平
鹿
地
域
振
興
局
建
設
部

（三）

平
鹿
郡
十
文
字
町
十
文
字
新
田
字
海
道
下
七
番
地
　
十
文
字
町
建
設
課

五
　
都
市
計
画
の
案
の
縦
覧
期
間
　
平
成
十
六
年
二
月
二
十
四
日
（
火
）
か
ら
同
年
三
月
九
日
（
火
）

ま
で

秋
田
県
告
示
第
百
五
十
七
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
を

決
定
す
る
の
で
、
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告
し
、
当
該
都
市
計

画
の
案
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
当
該
都
市
計
画
の
案
に
つ
い
て
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
十
六
年
二
月
二
十
四
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
都
市
計
画
の
種
類

都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針

二
　
都
市
計
画
の
案
の
名
称

増
田
都
市
計
画
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
の
決
定

三
　
都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域

増
田
都
市
計
画
区
域

四
　
都
市
計
画
の
案
の
縦
覧
場
所

（一）

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号
　
建
設
交
通
部
都
市
計
画
課

（二）

横
手
市
旭
川
一
丁
目
三
番
四
十
一
号
　
平
鹿
地
域
振
興
局
建
設
部

（三）

平
鹿
郡
増
田
町
字
土
肥
舘
百
七
十
三
番
地
　
増
田
町
産
業
建
設
課

五
　
都
市
計
画
の
案
の
縦
覧
期
間
　
平
成
十
六
年
二
月
二
十
四
日
（
火
）
か
ら
同
年
三
月
九
日
（
火
）

ま
で

秋
田
県
告
示
第
百
五
十
八
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
を

決
定
す
る
の
で
、
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告
し
、
当
該
都
市
計

画
の
案
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
当
該
都
市
計
画
の
案
に
つ
い
て
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
十
六
年
二
月
二
十
四
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
都
市
計
画
の
種
類

都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針

二
　
都
市
計
画
の
案
の
名
称

湯
沢
都
市
計
画
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
の
決
定

三
　
都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域

湯
沢
都
市
計
画
区
域

四
　
都
市
計
画
の
案
の
縦
覧
場
所

（一）

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号
　
建
設
交
通
部
都
市
計
画
課

（二）

湯
沢
市
千
石
町
二
丁
目
一
番
十
号
　
雄
勝
地
域
振
興
局
建
設
部

（三）

湯
沢
市
佐
竹
町
一
番
一
号
　
湯
沢
市
建
設
部
都
市
計
画
課

五
　
都
市
計
画
の
案
の
縦
覧
期
間
　
平
成
十
六
年
二
月
二
十
四
日
（
火
）
か
ら
同
年
三
月
九
日
（
火
）

ま
で

秋
田
県
告
示
第
百
五
十
九
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
を

決
定
す
る
の
で
、
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告
し
、
当
該
都
市
計

画
の
案
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
当
該
都
市
計
画
の
案
に
つ
い
て
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
十
六
年
二
月
二
十
四
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
都
市
計
画
の
種
類
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都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針

二
　
都
市
計
画
の
案
の
名
称

大
曲
都
市
計
画
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
の
決
定

三
　
都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域

大
曲
都
市
計
画
区
域

四
　
都
市
計
画
の
案
の
縦
覧
場
所

（一）

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号
　
建
設
交
通
部
都
市
計
画
課

（二）

大
曲
市
上
栄
町
十
三
番
六
十
二
号
　
仙
北
地
域
振
興
局
建
設
部

（三）

大
曲
市
花
園
町
一
番
一
号
　
大
曲
市
建
設
交
通
部
都
市
計
画
課

（四）

仙
北
郡
六
郷
町
六
郷
字
上
町
二
十
一
番
地
　
六
郷
町
建
設
課

（五）

仙
北
郡
神
岡
町
神
宮
寺
字
蓮
沼
十
六
番
地
三
　
神
岡
町
企
画
振
興
課

五
　
都
市
計
画
の
案
の
縦
覧
期
間
　
平
成
十
六
年
二
月
二
十
四
日
（
火
）
か
ら
同
年
三
月
九
日
（
火
）

ま
で

秋
田
県
告
示
第
百
六
十
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
を

決
定
す
る
の
で
、
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告
し
、
当
該
都
市
計

画
の
案
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
当
該
都
市
計
画
の
案
に
つ
い
て
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
十
六
年
二
月
二
十
四
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
都
市
計
画
の
種
類

都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針

二
　
都
市
計
画
の
案
の
名
称

西
仙
北
都
市
計
画
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
の
決
定

三
　
都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域

西
仙
北
都
市
計
画
区
域

四
　
都
市
計
画
の
案
の
縦
覧
場
所

（一）

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号
　
建
設
交
通
部
都
市
計
画
課

（二）

大
曲
市
上
栄
町
十
三
番
六
十
二
号
　
仙
北
地
域
振
興
局
建
設
部

（三）

仙
北
郡
西
仙
北
町
刈
和
野
字
本
町
五
番
地
　
西
仙
北
町
建
設
課

五
　
都
市
計
画
の
案
の
縦
覧
期
間
　
平
成
十
六
年
二
月
二
十
四
日
（
火
）
か
ら
同
年
三
月
九
日
（
火
）

ま
で

秋
田
県
告
示
第
百
六
十
一
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
を

決
定
す
る
の
で
、
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告
し
、
当
該
都
市
計

画
の
案
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
当
該
都
市
計
画
の
案
に
つ
い
て
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
十
六
年
二
月
二
十
四
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
都
市
計
画
の
種
類

都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針

二
　
都
市
計
画
の
案
の
名
称

角
館
都
市
計
画
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
の
決
定

三
　
都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域

角
館
都
市
計
画
区
域

四
　
都
市
計
画
の
案
の
縦
覧
場
所

（一）

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号
　
建
設
交
通
部
都
市
計
画
課

（二）

大
曲
市
上
栄
町
十
三
番
六
十
二
号
　
仙
北
地
域
振
興
局
建
設
部

（三）

仙
北
郡
角
館
町
東
勝
楽
丁
十
九
番
地
　
角
館
町
ま
ち
づ
く
り
政
策
課

五
　
都
市
計
画
の
案
の
縦
覧
期
間
　
平
成
十
六
年
二
月
二
十
四
日
（
火
）
か
ら
同
年
三
月
九
日
（
火
）

ま
で

秋
田
県
告
示
第
百
六
十
二
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
を

決
定
す
る
の
で
、
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告
し
、
当
該
都
市
計

画
の
案
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
当
該
都
市
計
画
の
案
に
つ
い
て
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
十
六
年
二
月
二
十
四
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
都
市
計
画
の
種
類

都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針

二
　
都
市
計
画
の
案
の
名
称

田
沢
湖
都
市
計
画
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
の
決
定

三
　
都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域

田
沢
湖
都
市
計
画
区
域
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二
　
道
路
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

（一）

場
所
　
建
設
交
通
部
道
路
環
境
課

（二）

期
間
　
平
成
十
六
年
二
月
二
十
四
日
か
ら
同
年
三
月
八
日
ま
で

二
　
道
路
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

（一）

場
所
　
建
設
交
通
部
道
路
環
境
課

（二）

期
間
　
平
成
十
六
年
二
月
二
十
四
日
か
ら
同
年
三
月
八
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
百
六
十
四
号

四
　
都
市
計
画
の
案
の
縦
覧
場
所

（一）

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号
　
建
設
交
通
部
都
市
計
画
課

（二）

大
曲
市
上
栄
町
十
三
番
六
十
二
号
　
仙
北
地
域
振
興
局
建
設
部

（三）

仙
北
郡
田
沢
湖
町
生
保
内
字
宮
ノ
後
三
十
番
地
　
田
沢
湖
町
建
設
課

五
　
都
市
計
画
の
案
の
縦
覧
期
間
　
平
成
十
六
年
二
月
二
十
四
日
（
火
）
か
ら
同
年
三
月
九
日
（
火
）

ま
で

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
仙

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お

り
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
。

平
成
十
六
年
二
月
二
十
四
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

秋
田
県
告
示
第
百
六
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お

り
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
。

平
成
十
六
年
二
月
二
十
四
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

６

一
　
道
路
の
区
域

道
路
の
種
類

一

般

国

道

路
　
　
線
　
　
名

百
七
号

百
七
号

旧
新
別

旧新

敷
地
の
幅
員
（
メ
ー
ト
ル
）

一
二
・
〇
〇
〜
四
五
・
〇
〇

一
五
・
〇
〇
〜
一
一
〇
・
〇
〇

延
長
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

〇
・
五
二
〇

〇
・
五
二
〇

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

平
鹿
郡
雄
物
川
町
大
沢
字
駒
場
沢
一
番
六
六
地
先
か
ら
字
岩
坂
一
番
二
二
地
先

ま
で

〃

一
　
道
路
の
区
域

道
路
の
種
類

一

般

国

道

路
　
　
線
　
　
名

百
八
号

百
八
号

旧
新
別

旧新

敷
地
の
幅
員
（
メ
ー
ト
ル
）

一
〇
・
〇
〇
〜
三
四
・
八
〇

一
五
・
四
〇
〜
七
六
・
〇
〇

延
長
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

〇
・
二
〇
六

〇
・
二
〇
六

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

由
利
郡
鳥
海
町
上
笹
子
字
堺
台
一
〇
六
番
三
地
先
か
ら
八
二
番
一
六
ま
で

〃

公
　
　
　
　
　
　
告
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北
郡
黒
倉
堰
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
の
退
任
及
び
就
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条

第
十
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
二
月
二
十
四
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
退
任
理
事
の
住
所
及
び
氏
名

仙
北
郡
田
沢
湖
町
神
代
字
生
田
中
村
二
百
五
十
九
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
三
　
浦
　
嘉
　
秋

〃
　
　
〃
　
　
　
〃
　
字
下
生
田
百
五
十
四
番
地
の
三
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
　
藤
　
謙
一
郎

〃
　
　
〃
　
　
　
〃
　
字
生
田
中
村
二
百
一
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
　
橋
　
政
　
敏

〃
　
　
〃
　
　
　
〃
　
字
竹
原
百
五
十
二
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
　
浦
　
義
　
捷

〃
　
　
〃
　
　
　
〃
　
字
荒
川
尻
五
十
七
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
川
　
井
　
義
　
男

〃
　
　
〃
　
　
　
〃
　
字
街
道
南
八
十
二
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
　
原
　
正
　
一

〃
　
　
〃
　
　
　
〃
　
字
堂
ノ
西
百
九
十
八
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
　
藤
　
昭
　
雄

〃
　
　
〃
　
　
　
〃
　
字
戸
伏
松
原
二
百
三
十
二
番
地
の
二
　
　
　
　
　
　
細
　
川
　
俊
　
雄

〃
　
　
〃
　
　
　
梅
沢
字
森
腰
百
九
十
番
地
の
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
　
部
　
利
　
雄

〃
　
　
〃
　
　
　
小
松
字
山
崎
百
九
十
三
番
地
の
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伊
　
藤
　
紀
　
一

〃
　
　
〃
　
　
　
〃
　
字
羽
根
ヶ
台
八
十
四
番
地
の
一
　
　
　
　
　
　
　
　
千
　
葉
　
祐
　
昌

〃
　
　
角
館
町
岩
瀬
字
金
山
下
七
十
五
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
　
村
　
清
　
悦

〃
　
　
〃
　
　
〃
　
字
下
川
原
二
百
九
十
一
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
　
藤
　
孝
　
典

〃
　
　
〃
　
　
〃
　
字
上
野
百
五
十
四
番
地
の
三
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
菊
　
地
　
俊
　
一

〃
　
　
〃
　
　
白
岩
広
久
内
字
下
中
川
原
前
田
百
九
番
地
　
　
　
　
　
　
　
高
　
橋
　
昭
　
郎

二
　
就
任
理
事
の
住
所
及
び
氏
名

仙
北
郡
田
沢
湖
町
神
代
字
戸
伏
八
十
三
番
地
の
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
　
藤
　
乃
　
三

〃
　
　
〃
　
　
　
〃
　
字
下
生
田
百
五
十
四
番
地
の
三
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
　
藤
　
謙
一
郎

〃
　
　
〃
　
　
　
〃
　
字
生
田
中
村
二
百
五
十
九
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
三
　
浦
　
嘉
　
秋

〃
　
　
〃
　
　
　
〃
　
字
生
田
中
村
二
百
一
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
　
橋
　
政
　
敏

〃
　
　
〃
　
　
　
梅
沢
字
森
腰
百
九
十
番
地
の
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
　
部
　
利
　
雄

〃
　
　
〃
　
　
　
神
代
字
戸
伏
松
原
二
百
三
十
二
番
地
の
二
　
　
　
　
　
　
細
　
川
　
俊
　
雄

〃
　
　
〃
　
　
　
〃
　
字
街
道
南
八
十
二
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
　
原
　
正
　
一

〃
　
　
〃
　
　
　
〃
　
字
堂
ノ
西
百
九
十
八
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
　
藤
　
昭
　
雄

〃
　
　
〃
　
　
　
〃
　
字
荒
川
尻
五
十
七
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
川
　
井
　
義
　
男

〃
　
　
〃
　
　
　
小
松
字
山
崎
百
九
十
三
番
地
の
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伊
　
藤
　
紀
　
一

〃
　
　
〃
　
　
　
〃
　
字
羽
根
ヶ
台
八
十
四
番
地
の
一
　
　
　
　
　
　
　
　
千
　
葉
　
祐
　
昌

〃
　
　
角
館
町
岩
瀬
字
金
山
下
七
十
五
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
　
村
　
清
　
悦

〃
　
　
〃
　
　
〃
　
字
上
野
百
三
十
八
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
　
貝
　
寿
　
孝

〃
　
　
〃
　
　
〃
　
字
下
川
原
二
百
九
十
一
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
　
藤
　
孝
　
典

〃
　
　
〃
　
　
白
岩
広
久
内
字
下
中
川
原
前
田
百
九
番
地
　
　
　
　
　
　
　
高
　
橋
　
昭
　
郎

三
　
退
任
監
事
の
住
所
及
び
氏
名

仙
北
郡
角
館
町
岩
瀬
字
大
中
島
百
二
十
八
番
地
の
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
々
木
　
吉
　
幸

〃
　
　
田
沢
湖
町
神
代
字
生
田
中
村
二
百
九
十
四
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
高
　
橋
　
良
　
吉

〃
　
　
〃
　
　
　
〃
　
字
勘
解
由
屋
敷
十
七
番
地
の
一
　
　
　
　
　
　
　
　
草
　
　
　
博
　
美

四
　
就
任
監
事
の
住
所
及
び
氏
名

仙
北
郡
田
沢
湖
町
神
代
字
竹
原
百
五
十
二
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
　
浦
　
義
　
捷

〃
　
　
角
館
町
岩
瀬
字
大
中
島
百
二
十
八
番
地
の
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
々
木
　
吉
　
幸

〃
　
　
田
沢
湖
町
神
代
字
勘
解
由
屋
敷
十
七
番
地
の
一
　
　
　
　
　
　
　
　
草
　
　
　
博
　
美

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
鹿

角
市
か
ら
申
請
が
あ
っ
た
県
営
土
地
改
良
事
業
の
施
行
に
係
る
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
の

で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
し
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
二
月
二
十
四
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
縦
覧
に
供
す
べ
き
書
類
の
名
称
　
県
営
土
地
改
良
事
業
（
八
幡
平
水
沢
地
区
た
め
池
等
整
備
事

業
）
計
画
書
の
写
し

二
　
縦
覧
期
間
　
平
成
十
六
年
二
月
二
十
四
日
か
ら
同
年
三
月
二
十
二
日
ま
で

三
　
縦
覧
場
所
　
鹿
角
市
役
所

能
代
市
桧
山
字
桧
山
町
百
四
十
七
番
地
山
崎
和
博
ほ
か
二
十
人
か
ら
申
請
が
あ
っ
た
県
営
土
地
改

良
事
業
の
施
行
に
係
る
土
地
改
良
事
業
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法

律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
の
三
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
公
告
し
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
二
月
二
十
四
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
縦
覧
に
供
す
べ
き
書
類
の
名
称
　
県
営
土
地
改
良
事
業
（
桧
山
第
二
地
区
ほ
場
整
備
事
業
（
担

い
手
育
成
型
）
）
変
更
計
画
書
の
写
し

二
　
縦
覧
期
間
　
平
成
十
六
年
二
月
二
十
四
日
か
ら
同
年
三
月
二
十
二
日
ま
で

三
　
縦
覧
場
所
　
能
代
市
役
所

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

県
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十

七
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
し
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
二
月
二
十
四
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

７
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一
　
縦
覧
に
供
す
べ
き
書
類
の
名
称
　
県
営
土
地
改
良
事
業
（
内
越
地
区
第
一
工
区
担
い
手
育
成
基

盤
整
備
事
業
）
換
地
計
画
書
の
写
し

二
　
縦
覧
期
間
　
平
成
十
六
年
二
月
二
十
五
日
か
ら
同
年
三
月
二
十
三
日
ま
で

三
　
縦
覧
場
所
　
本
荘
市
役
所
及
び
大
内
町
役
場

８

発

行

者

秋

田
　
　
県

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

購
読
料
金

一
月
三
千
五
百
円

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

印
　
刷
　
所

株
式
会
社
　
松
　
原
　
印
　
刷
　
社

電
話

八
七
六
六

F
A
X

〇
〇
〇
五

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

印
　
刷
　
者

松
　
　
原
　
　
繁
　
　
雄

（863）

（862）
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